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第４回  国民生活センター分科会  議事録 

 

                                                    内閣府国民生活局消費者調整課 

 

１．日    時：平成 17 年２月 28 日（月）16:00 ～18:02  

２．場    所：内閣府庁舎５階特別会議室 

３．出席委員：山本分科会長、雨宮分科会長代理、伊集院委員、大河内委員、大森委員 

４．議事次第 

    （１）評価基準について 

    （２）項目別評価表、総合評価表について 

    （３）中期計画の変更について 

    （４）その他 

 

５．議    事 

 

○山本分科会長  定刻を 15 分ほど超過しておりますので、第４回「内閣府独立行政法人評価委

員会国民生活センター分科会」を開催いたします。 

  本日の分科会は、内閣府独立行政法人評価委員会令第６条の定足数の要件を満たしており、有

効に成立しております。 

  まず、委員の再任につきまして、事務局から御報告をいただきます。よろしくお願いします。 

○勝見消費者調整課長  大森委員におかれましては、今月の 14日で任期満了となっておりまし

たけれども、引き続き 15 日付けで委員に御就任いただくことになりまして、当国民生活センタ

ー分科会の委員も引き続きお引き受けいただけるということになりましたので、御報告させてい

ただきます。 

  大森委員、今後ともよろしくお願いいたします。 

○山本分科会長  それでは、早速議事に入らせていただきます。 

  最初の議題であります平成 16年度の評価基準案でございますが、評価基準につきましては、

一応昨年度のままとし、改正の必要はないと事務局とも御相談の上、提案させていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

  資料１が具体的な評価基準をとりまとめたものでございます。何か御質問等ございましたら、

よろしくお願いいたします。 

  特に御異義ございませんでしょうか。ございませんようでしたら異議なしということで取り扱

わせていただきます。 

  従いまして、評価基準自体はそのままということにいたしまして、次に本日重点的に御審議い



 

 2

ただくことになると思われます項目別評価表案につきまして、お手元の資料に基づきまして、課

長の方から御説明をお願いします。 

○勝見消費者調整課長  それでは、お手元の資料２のＡ４の紙と、資料３のＡ３横置きの資料で

ございます。その２つをごらんいただけますでしょうか。 

  まず資料２は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から内閣府の独立行政法人評価委

員会あての意見でございます。 

  これは、平成 15 年度における内閣府所管の独立行政法人の業務実績について総務省の委員会

からの意見ということで、当国民生活センター分科会に関する部分は２枚めくっていただきまし

て、ページが打っていなくて恐縮なんですが、右肩に別紙と打ってある紙でございます。 

  国民生活センターに関しましては、２つほど意見をちょうだいしております。 

  まず「消費者トラブルメール箱」の収集件数、これが目標を大幅に超えているので、今後の実

績の経年変化などを見た上で現在の目標が評価尺度としてよいかどうか検討されたいという趣旨

の意見でございます。 

  もう１つは、国民生活センターの『くらしの豆知識』『国民生活』等の出版物、あるいはテレ

ビ番組、それから研修について、購読者あるいは研修の受講者を対象としたアンケートを行って、

その満足度で評価していたわけですけれども、内閣府独立行政法人評価委員会においては、アン

ケートの母集団、標本数等の客観性の評価に際して、「サンプルの取り方やアンケートの回収率

に差異が見られることについて、留意する必要ある。」との指摘が行われております。このよう

な取組みが引き続き推進されるべきとの意見が出されております。 

  この２つについては、後ほど項目別評価表の中に出てまいりますので、そこのところで併せて

説明させていただきたいと思います。 

  もう一枚めくっていただきまして、これは国民生活センターだけではなく、所管法人について

も共通事項として指摘されていることが３点ございますが、１つ目は国民生活センターには直接

関係ありません。関係がありますのは、２つ目と３つ目です。 

  ２つ目が一番下のパラグラフですけれども、財務内容の改善に関する評価において、予算、収

支計画、資金計画と実績を対比して評価してほしいというコメントが出ております。   

３つ目は、役員及び職員の報酬についてのコメントでして、国家公務員の給与水準等と比べて

高い法人も見られるので、その法人の給与水準が業務に見合うものかどうか評価されたいと、意

見が出されております。こういった点も踏まえて、項目別の評価表の事務局案を作成いたしまし

たので、これから御審議いただきたいと思います。 

  それでは、Ａ３横置きの資料３をごらんいただきたいと思います。 

  まず、評価表の体裁ですけれども、一番左側の列に中期計画の各項目を掲げてございます。そ

して、１つ右側の列に評価項目として平成 16年度計画を掲げております。ここの部分は、15 年

度の計画の各項目と一部違っている点がございます。 

  その右側は指標、それからそのすぐ右側が評価基準、これは左から２列目の 16 年度計画の各

項目に対する評価の指標と、その評価基準を定めたものでございます。 
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  それから、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあります評価基準の右側ですけれども、実績の欄、ここは本日お

決めいただく項目別の評価表に従って、国民生活センターが業務実績を記入するものですけれど

も、昨年度はここの部分がブランクのままでございました。昨年、実際に評価する際に、ここに

書かれていた内容では、評価しにくいという御意見がもありましたので、左側の指標及び評価基

準に即して、あらかじめどういったことを記入すべきものであるか、記載事項の方向性を掲げさ

せていただきました。 

  以下、順に御説明いたします。主として左から２列目の評価項目の番号等で説明させていただ

きます。 

  「１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」ということで、ここは

前年度と大きく変わっておりません。一般管理費については、中期目標の最終年度に向けて 13

％削減する。これについて達成状況を記入してもらった上で、また分科会の委員の協議により判

定していただきたいと思います。 

  業務経費の効率的な執行状況についても、毎年度１％経費の効率化ということを謳っておりま

すが、国民生活センターが達成状況を記入の上、分科会で評価いただきたいと思います。 

  点線で区切られている下の部分ですけれども「組織再編を実施し、新たな体制の下で業務の効

率化を図るための具体的方策を検討する」といった年度計画になっておりますので、国民生活セ

ンターが具体的方策の検討状況及びその内容について記入し、分科会で定性的な判定をお願いし

たいと思っております。 

  ２番目に移りまして、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためにとるべき措置」。 

  「（１）消費生活情報の収集」。国民生活センターと各地の消費生活センターをオンラインで

結ぶシステムがございますけれども、ここの「AＰＩＯ－ＮＥＴの運営」につきまして、国民生

活センターが最新の技術情報等の収集状況について記入してもらうと。 

  それから、下の２つ目の箱でございますが、苦情相談件数が、現在、大幅に増加しております

けれども、その対応方法についての検討状況を記入し、分科会で定性的に評価していただきたい

と思います。 

  ３つ目、相談カード入力項目に関する改善の検討を行うとなっておりますけれども、国民生活

センターがその改善の検討状況を記入し、分科会で定性的に評価していただきたいと思います。 

  ４つ目、パソコンを用いて相談カードの直接作成を行うシステムの導入。このシステムの検討

状況を国民生活センターが記入し、分科会で定性的に評価していただきたいと思います。 

  ５つ目、電子版キーワードマニュアルを作成するということになっておりますけれども、この

作成について、これは実施、未実施だけですけれども、地方への配付状況を国民生活センターが

記入し、分科会で評価していただきたいと思います。 

  それから、消費生活相談データベース、１週間に１回以上データ更新をするということになっ

ておりますが、これは実施、未実施だけではなくて、データ更新の実施状況について、国民生活

センターが記入し、分科会で判断していただきたいと思います。 
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  おおむね昨年度までと大きな変化はありませんけれども、下の２つのマニュアルの作成と、デ

ータ更新の実施状況、これを単に実施したか、しないかだけではなくて、その状況も評価の指標

として付け加えてございます。 

  ２ページ目でございますが、先ほどちょっと申し上げました総務省の委員会から意見が出てい

た項目でございます。 

  「B消費者トラブルメール箱」。電話による苦情相談の受付ではなくて、消費者からメールに

よって苦情相談の動向を探るというために受け付けているものですけれども、年度で 3,500 件を

上回る情報を収集、こうした目標を掲げておりましたけれども、昨年度の状況を見ますと、昨年

度は半年だけでしたけれども、年度換算すれば、かなり目標を上回るメールが集まっているとい

うことで、この目標件数をもう少し上げたらどうかというコメントがありました。しかし、現在、

架空請求が非常に多くなっている時期でもありまして、もう少し経年的な変化を見てみたい。 

  それから、そもそもこういったトラブルの苦情の数が多いことがいいかどうかについても、必

ずしも判断できないということがありまして、ここはもう少し経年変化を見て、よりよい指標を

検討していこうということで、16年度は当面目標数は同じ件数に置かせていただきました。 

  そして、評価基準としましては 3,500 件以上収集できていればＡ評価、1,500 件未満であれば

Ｄ評価と４段階の定量的評価としております。 

  もう１つ同じトラブルメール箱に寄せられた情報につきまして、国民生活センターの年度計画

では、年度内に４回その結果や概要の公表を掲げております。これも４回公表したか、しないか

の定量的評価をしていただきたいと思います。 

  トラブルメール箱に寄せられた情報に関する指標については、定量的な評価だけではなくて、

公表内容の充実状況、これはどういった内容を公表したか国民生活センターが記入し、分科会で

は定性的に御判断いただくということでございます。この公表内容の充実状況を定性的に判断し

ていただくという評価の指標を昨年度に比べて新たに付け加えさせていただきました。 

  次にＰＩＯ－ＮＥＴを通じて収集しました消費者からの苦情相談情報を分析して、国民生活セ

ンターで被害防止のためにいろいろ情報提供をしておりますけれども、それに関する項目で国民

生活センターが分析した結果を、主な苦情相談について 20テーマ、いろいろ問題のあるケース、

それから所管官庁あるいは業界団体等に是正していただきたい点等を分析し、発表する。 

  また、マスコミを通じて公表して、一般消費者にも注意喚起すると、そういったテーマを 20

件以上行うということでございます。評価基準としましては、情報提供を 20テーマ以上できた

かどうか、10 テーマ未満に終わってしまったか、４段階の定量的評価としております。これは、

基本的に昨年度と同じでございます。 

  情報提供に関する事項につきましては、定量的な評価だけではなくて、評価指標として、事業

者団体等への要望事項の内容、それから情報提供の内容についても記入し、定性的な評価をして

いただく部分でございます。   

以上、ここの部分については前年度と変わっておりません。 

  それから「（２）国民への情報提供」のBとして、出版物、テレビ、ホームページ等による情
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報提供」ですが、ホームページのアクセス状況、それからホームページの充実内容。   

定量的な指標として実績の部分にアクセス件数等は記入してもらいますけれども、単にアクセ

ス件数だけではなくて、ホームページの内容の充実状況も国民生活センターが記入した上で、全

体として定性的に評価していただくというふうにしております。 

  そのページの一番下の段でございますが、携帯電話による情報提供の充実を図ると。これが 1

6 年度の年度計画に新たに加わったものでございますが、携帯電話による情報提供の充実状況に

ついて、国民生活センターが記入し、これも定性的な判断をお願いしているということでござい

ます。 

  ３ページ目でございますが、 ここに「イ．テレビ番組」「ウ．定期出版物等」とありますけ

れども、ここが前年度と比べて１つ変えたところでございます。 

  先ほどの総務省の委員会からのコメントにもあったんですけれども、テレビ番組の評価に際し

て、アンケート調査で５段階評価の４以上の満足度が取れたかどうかで、定量的な判定基準にし

ておりましたけれども、その判定の仕方は同様でございますが、そのアンケート調査の母集団、

標本数、標本抽出方法、調査方法及び回収率、こうしたものを国民生活センターに記入してもら

って、それと満足度と併せて評価していただくというようにしております。 

  それから、アンケート調査結果を受けて国民生活センターの企画・構成面にどう反映したかと

いうことについては文章で記入し、それに対する定性的な評価をお願いしたいということでござ

います。 

  定期出版物『くらしの豆知識』『国民生活』『たしかな目』と主な出版物３種類ございますけ

れども、いずれもアンケート調査で５段階評価の４以上はＡ、３以上４未満がＢ、２以上３未満

がＣ、平均２未満ですとＤ、この評価の仕方は前回と同じですが、テレビ番組同様母集団等も併

せて記入して、それを含めて評価していただくということでございます。 

  各出版物は同様でございますので、省略させていただきまして、次の４ページに移らせていた

だきます。 

  「（３）苦情相談」の「A苦情相談」。16年度の計画では、消費生活専門相談員、弁護士、専

門技術者等を配置して、専門的相談の充実を図り、消費者被害の複雑多様化、国民生活に関連す

る新たな法律の制定等に適切に対応しつつ、懇切、迅速かつ公正に、あっせん等による苦情相談

処理を行うと掲げてございます。 

  これに対する指標及び評価基準が、弁護士等専門家の配置状況。こういった弁護士等の専門家

を配置しているか、いないかということです。それと、そうした専門家と連携を図り、迅速かつ

公正なあっせん処理状況にあるかどうかということで、配置状況については実施しているか、い

ないかの２段階で、処理状況については文章で記入していただいて全体として評価をいただくと

いうことにしたいと。ここは前年度と変わっておりません。 

  「B個人情報の取扱いに関する苦情相談」。この個人情報の取扱いに関する部分が若干 15 年

度とは進捗度合いが変わっておりますので、評価項目もそれに応じた書き方になっております。 

  本年の４月から個人情報保護法は全面施行されますけれども、それに備えて個人情報に関する
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苦情相談のデータベースを構築することになっております。これは 16 年度予算で予算が付いて

おりますので、それに沿ってデータベースの構築をすることにしておりまして、これは実施した

か、しないかの２段階で評価していただきたいと思います。 

  その１つ下の箱でございますが、個人情報に関する相談専用電話を設置して、苦情相談機能の

充実強化を図るということにしております。これは、実際にどのように充実強化を図ったかを国

民生活センターが記入し、定性的に評価していただきたいと思っております。 

  それから、地方の消費生活センターでの個人情報の相談に適切に対処していただくために、16

年度に相談処理マニュアルを作成することにしております。これはマニュアルを作ったか、作ら

ないか。それだけではなくて、苦情相談処理マニュアルの内容についても、国民生活センターが

記入し、全体として評価をしていただきたいと思っております。 

  「C地方センターの苦情相談処理への支援」ということで、経由相談の実施や消費生活相談緊

急情報、製品事故情報の発行などにより、地方センターの苦情相談処理を支援することを通じて、

その中核的機関としての役割を適切に果たす。 

  これが 16 年度の計画でございますが、評価の指標として、まず、経由相談の処理状況です。

これは経由相談の件数を記入していただくとともに、その具体的な処理内容も文章で書いていた

だくと。 

  それから、消費生活相談緊急情報、製品事故情報、これは各地方の消費生活センター等に参考

資料として国民生活センターが送っているものですけれども、これを発行したか、しなかったか、

これは事実関係を書いていただく。 

  それから、消費者基本法でも規定されましたけれども、全国の消費生活センターの中核機関と

しての国民生活センターの業務の運営状況について、国民生活センターが記入し、定性的な判断

をしていただきたいと思っております。 

  基本的には、前年度とやり方は変わっておりません。 

  １ページめくっていただきまして、５ページでございますが、先ほどの続きで、国民生活セン

ターから各地方センターにいろいろ情報提供しておりますが、そういった情報の活用状況につい

て、国民生活センターが記入し、定性的な判断をお願いしたいと。 

  それから、中期目標でも国民生活センターにおける経由相談の比率を、この中期計画終了時に

は 50％まで高めるということになっておりますけれども、16年度、計画の２年度目ということ

もありまして、ここの経由相談の比率状況は、とりあえず前年度と同じ 40％以上であればＡ評価、

未満であればＤ評価というふうにさせていただきました。ここは実際の経由相談の比率の状況を

国民生活センターが記入し、分科会で評価していただきたいと思います。 

  「D消費者苦情処理専門委員会」。都道府県の苦情処理委員会や、地方センター等の苦情処理

の推進に参考にしていただくために、小委員会を活用するなどして柔軟な運用に努め、年度内に

４件以上の情報提供を行うと。 

  それで、地方センターへの情報の提供状況、４、３、２、１とＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで４件以上でき

ればＡ評価、１件であればＤ評価という定量的な評価にさせていただきました。 
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  そうした件数だけではなくて、情報が地方センターでどのように活用されているかについても

国民生活センターが記入し、定性的な情報と、先ほどの実施状況及び活用状況と併せて評価して

いただきたいと思います。ここも基本的には前年度と変わっておりません。 

  「E苦情処理・紛争解決に関する総合的窓口機能の整備」ですけれども、国民生活センターの

年度計画では、政府内におけるＡＤＲ機関の連携等に関する検討の動向等を踏まえて、消費者ト

ラブルに係る総合的窓口としての機能整備について検討を行うことを掲げております。評価指標

として、検討状況を国民生活センターが記入し、定性的に評価していただきたいと思います。 

  一番下「（４）関係機関への情報提供」ですけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴ通信、これは国民生活

センターから地方のセンターへ情報提供を行う通信ですが、これを毎月１回発行したかどうかと

いうことと、次のページにわたりますけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴ通信の記載内容について、国民

生活センターが記入して、定性的にも評価していただきたいと考えております。 

  ６ページの上の箱に、今のＰＩＯ－ＮＥＴ通信への記載内容の下の項目ですけれども、地方セ

ンターへ提供する情報の内容、あるいは迅速に情報提供するための手段、それから情報の漏洩防

止策について検討することになっておりまして、この検討状況を記入していただいて、定性的な

判断をお願いしたいと思っております。 

  「B行政機関等との情報交流」ですけれども、行政機関からＰＩＯ－ＮＥＴ情報に関する情報

提供依頼はたくさん来ております。これに対して積極的に対応しているかということで、依頼件

数及び対応状況を国民生活センターが記入し、定性的な判断をお願いしたいと思います。 

  それから、行政機関とは別途、法令に基づく裁判所、警察あるいは弁護士会等からの照会につ

きましての対応状況です。これも照会件数及び対応状況を国民生活センターが記入し、全体とし

て判断していただきたいと思います。 

  「C消費者団体、事業者団体、ＮＰＯ等との情報交換」。ここの部分の評価基準につきまして

は、前年度までとかなり変えております。 

  前年度までは、例えば消費者フォーラムを開催して、参加者から、いわゆるアンケート調査方

式の５段階評価で４以上の満足度、これを主たる評価の尺度としていたのですが、この満足度の

記入は前年度と同様記入していただきますけれども、それだけではなくて、フォーラム等への参

加割合、当初国民生活センターで想定していた参加者数と実際の参加者数を比べて 90％以上であ

ればＡ評価と、50％未満であればＤ評価ということで、ここは定量的に４段階の評価基準を設け

てみました。 

  これは、他の独立行政法人等でもこういった方法を取っているところがありましたので、それ

を参考にさせていただきました。 

  それから、フォーラムの内容について国民生活センターが記入して、先ほどの満足度とか参加

割合と併せて全体として評価していただきたいと思っております。 

  アンケートの満足度のほかに、参加者の意見を聞く欄もありますので、そうした参加者の意見

についても、国民生活センターが記入し、定性的に評価していただくと。ここは前年度と比べて、

かなり評価の判定基準を増やしたところでございます。 
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  ４つ以上の事業者団体等と定期的な意見交換をする。これも何回やったかという定量的な基準

に加えて、事業者団体との意見交換で主な内容を国民生活センターが記入し、併せて評価してい

ただくと。 

  一番下の欄でございますが、消費者団体やＮＰＯが活動や交流のために利用できる場所となる

「くらしの情報交流プラザ（仮称）」を 16年度前半に開設すると。これは既に昨年開設されて

おりますので、これは開設したか、しないか。実は 15年度は準備状況を聞いておりましたけれ

ども、これは実際に行われておりますので、実施状況及び活用状況について国民生活センターが

記入し、全体として御判断いただきたいと思っております。 

  ７ページに移らせていただきますが、国民生活センターで地方公共団体の職員対象、あるいは

相談員対象等各種の研修を行っておりますけれども、この研修に対する評価、昨年はやはりアン

ケートに基づく参加者の満足度、これを主たる評価尺度としてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで判定していただ

いておりましたけれども、先ほどのフォーラム等と同様に、昨年度同様アンケートによる満足度

も記入していただきますが、当初予定していた参加者数に比べて、実際の参加者数も判定基準に

加えると。 

  それから、Aの地方公共団体の職員の研修は４コースですので、これは４コースすべてやった

かどうかということで、これは前年度と同じでございます。 

  ２つ目のところが新たに加えたところで、研修への参加割合を新たに評価基準として加えさせ

ていただきました。 

  それから、研修の内容についても書いていただいて、上の２つの定量的な評価基準に加えて、

定性的にも判断していただきたいと思っております。 

  以下、地方公共団体の消費者生活団員を対象とする研修、生活大学移動セミナー11コース、そ

れから消費者対応部門の食品等を対象とする研修３コース。 

  １ページめくっていただきまして、８ページ目の消費者活動リーダーを対象とした研修を１コ

ース。地元の相模原市と共催で公開講座を１コース実施。それから学生及び小、中、高校の先生

を対象とした研修、幾つかございますけれども、評価基準としては、最初に説明しました地方公

共団体の職員を対象とする研修と同じでございますので、細かい説明は割愛させていただきます。 

  ページをめくっていただきまして、９ページに移らせていただきます。 

  ９ページの一番上の欄の公開講座の内容、参加者の意見及び満足度。これは学生及び学校の先

生を対象とした研修についての続きでございますけれども、定性的な評価を加えるということで

前と同様でございます。 

  ２つ目の研修コースごとに受講者に対するアンケート調査を実施して、その結果を研修内容等

の充実に活用するとともに、受講者から５段階評価で平均４以上の満足度の評価を得る。満足度

について評価基準にするということは同じなんですけれども、今回新たに実施した研修等の派遣

元の意見、実際に研修に出したことについて、それが戻ってどう活用されているか、そういった

ことについて、派遣元の意見を記入してもらうということを新たな評価基準として１つ付け加え

ました。 
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  研修は以上でございまして、その下の「B消費生活専門相談員資格の審査及び認定」。全国 1

8 か所で消費生活専門相談員資格を付与するための試験を年に１回行っておりますけれども、そ

の実施箇所でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つの基準に分けております。実施状況を記入してもらいます。 

  「（６）商品テスト」に移らせていただきますが、ここの評価基準は基本的に前年度と同じで

ございます。前年度は半年でしたので、例えば原因究明テストの実施件数が前年の場合は 23 と

なっていましたのが、それを 45ということで前年度の件数の倍ということで指標にしてござい

ます。 

  ここは 45 件以上ということで、45 件以上でＡ評価、25未満ですとＤ評価ということで、こう

した定量的な実施状況を踏まえて、それだけではなくてテスト実施の内容も国民生活センターが

記入し、併せて定性的な評価していただくということです。 

  「B問題提起型テスト」についても基本的には同様でございます。 

  10 ページ目、続きでございますが、評価項目のところの２つ目の箱で、テスト結果を報道機関、

ホームページ、テレビ番組、あるいは出版物などを通じて迅速に情報提供するということが計画

になっておりますけれども、それぞれ各媒体を通じて迅速に情報提供できたかどうかが指標とな

ります。 

  実は昨年度は実施したか、しなかったか、この２つの単純な評価基準だったんですけれども、

本年度は実施の状況を具体的に書いていただいて、それに対する評価をいただくというふうに変

えさせていただきました。 

  １つ下のテストの課題設定及び成果について、商品テスト分析評価委員会、これは内部の委員

会ですけれども、評価委員会の評価を受け、その結果を業務に反映させる。これも昨年度は実施

したか、しなかったかという評価にしてあったんですけれども、そうではなくて、今回、業務へ

の反映状況を具体的に、勿論開催回数、参加者等の定量的な指標も記入していただいた上で、業

務への反映状況を具体的に書いていただいて、全体として判断していただくというふうに、少し

ここの部分を改めさせていただきました。 

  「（７）調査研究」のところですけれども、指標として消費生活に重大な影響を及ぼす問題に

ついての調査研究状況を国民生活センターが具体的に記入し、定性的な評価をしていただきたい

と思います。 

  外部有識者からの意見聴取の在り方及び評価結果の業務への反映状況。先ほどの商品テストの

分析評価委員会の評価同様、ここも開催回数等の定量的な状況だけではなくて、評価結果の業務

への反映状況を国民生活センターが具体的に記入し、併せて評価していただくというふうにして

あります。 

  以上が実際の業務に即した実績項目ですが、以下３．の予算等を簡単に読ませていただきます。 

  予算については、予算収支計画、資金計画に対する実績額、先ほど総務省の委員会からも予算

と資金計画に対して、実績が併せて示されていなければ、なかなか評価しにくいというコメント

がございましたので、予算収支計画、資金計画に対する実績額を記入し、評価していただく。 

  そのほか、実績額について特記事項があれば、それも記入し、評価していただくということに
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してあります。 

  「４．短期借入金の限度額」。これは短期借入金が発生したかどうかを記入し、評価していた

だくと。 

  「５．重要な財産の処分等に関する計画」。これはあったか、なかったかを記入し、評価して

いただきます。 

  最後の 11 ページでございますけれども「６．剰余金の使途」。これも剰余金の発生状況及び、

もし発生した場合の使い道、その辺を記入し、評価していただくと。 

  最後に７．の「（２）人事に関する計画」。業務運営の効率化の状況について、国民生活セン

ターが記入し、実績として期末の常勤職員数の状況等記入していただくということで、この辺は

すべて文章で実態を記入し、分科会において定性的な評価していただくということで、前年度と

基本的に変わっておりません。 

  以上で項目別の評価表、主として前年度と評価基準を変えたところを中心に説明させていただ

きました。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明を受けまして、御質問、御意見がありましたらちょうだいしたい

と思います。かなり膨大ですけれども、あまり議事が混乱するようですと一定の整理をさせてい

ただきますが、とりあえずはどこからでもということで御意見、御質問をちょうだいしたいと思

います。 

  私どもの審議の主な対象といたしましては、指標欄、評価基準欄、実績欄の中で国民生活セン

ターの方にどのような形で記入していただくかという方向性を今年度から示すということでご

ざいますので、その辺りを主として御議論いただければと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○大森委員  全体に関わることですけれども、多分、また自己評価がされてきて分科会の評価を

するときに、当然実施するということを前提にして評価基準実施、未実施と付けて、自己評価で

は実施したからＡ評価を付けてこられるでしょう。ほとんど意味ないですね。それが４ページに

いっぱいあるんです。 

  先ほどの御説明は、例えば４ページの一番上から行くと、専門家の配置状況をＡ評価かＤ評価

でまず付けていただいて、これは実施ならＡ評価が付くんでしょう。でも実際には配置状況を記

入してもらって、全体として定性的な評価をお願いしたいと言われているでしょう。ということ

は、もう実施が前提になって配置状況について評価するんじゃないんですか。だから実施、未実

施というのはあり得ない。実施することが前提になっている。 

  もし、その上で未実施だといったら、よほどの理由がない限りだめなんでしょう。同じような

ことが、発行もそうなんです、発行することが前提になっていて発行状況を記入してもらいたい

と。そうすると、自己評価がＡ評価で付いてきたときに、私どもは配置状況を見ながら分科会の

評価をするということになるんでしょう。ということは定量的な意味はないんです。 

  だから、これは全体に関わることなので、先ほど変えられたところで、10 ページのところは、
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例えばいろいろテスト結果を報道機関に提供するなんてことは実施することを前提にしている

んです。去年は実施、未実施と書いてあったから意味なくて直しているでしょう。だから今年は

どういう実施状況なのかということを、つまり実施を前提にして実施状況を判断してもらいたい

と。これの方が素直なんです。さっきのところもみんなそうなんではないかと思うんです。 

○山本分科会長  これは確かに全体に関わることですので、ほかの委員の皆様からも御意見をち

ょうだいしたいと思うんですが、非常に甘くなる可能性と、未実施だとＤ評価になる。 

○大森委員  当然ながら未実施だと責任を問われる話です。 

○山本分科会長  オールオアナッシングの評価基準になっている項目が散見されるわけですけ

れども、その辺りについてどうなのか。 

  例えば、ただいまの御指摘ですと、10 ページの上から２つ目と３つ目の箱のところのように、

迅速に情報提供する。それから評価を受け、その結果を業務に反映させるということで、多少こ

こは情報提供するかどうかではなくて、その迅速性がどうかという評価が入るので、そこは定性

的ということで、オールオアナッシングではない評価基準になっている。 

  下の方も業務に反映させる、しないということよりも、やはり定性的な判断がなじむであろう。

とりあえずはそんな考え方でつくられているとは思うんですが、ほかの項目についても実施する

というふうに評価項目がなっている部分につきましても、その実施の中身についてもう少しきめ

細かく立ち入って評価できるような基準にすべきなのかどうかといった問題提起をいただいた

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○大森委員  事務方は、実施、未実施というＡ評価、Ｄ評価というのは定量的評価ですか、定性

的評価ですか。 

○勝見消費者調整課長  どちらかといえば定量的、ここは実施、未実施と二者択一の部分もあり

ますけれども、ものによっては４段階に分けられる部分もありますので、一応どちらかと言えば

定量的な評価と思っておりますけれども、それに合わせてその内容を書いてもらって、それを含

めて評価していただくという形のところがほとんどかと思うんですけれども。 

○大森委員  これはほとんど実施とか発行を前提にして、その中を定量的に聞くようなやり方を

取らない限り、このままだと評価そのものにならないんではないかと。我々も非常に悩ましい。

実施しているので自己評価はＡ評価ですと、なるほど実施しているからＡ評価かもしれないんだ

けれども、よく事情を勘案したら、そうじゃないんじゃないですかということがごちゃ混ぜにな

るでしょう。 

  定量的なところでいったら、定量的なんだから、それで一応クリアーしていたらＡ評価を付け

なければいけないんです。それがこのままで行くと、私どもの方の評価があいまいになるんです。

違うものが入り組んだ評価をしないといけない。非常に煩わしいというか、紛わしい。つまり、

我々の方から見るとやりにくい。定量的な評価は定量的な評価できちんと済んでしまうようなや

り方の記述でないと困る。これは要するに最終的に定性的な評価をやってくれという項目だから、

その方がいいんじゃないかと。実施を前提にして配置状況を記入してくださいとすれば、締まる

んじゃないかと思います。 
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○山本分科会長  ほかの委員はいかがですか。大森委員の御意見としては、今言ったような項目

は、すべて定性的なものに改めるべきではないかということでしょうか。 

○大森委員  もし、何か定量的なもので表わせるんだったら工夫してもらいたい。もし、これを

全部変えると定量的な項目が少な過ぎるような話になるでしょう。あたかも実施、未実施とか、

開設、未開設にしていると定量評価をやっているように見えるだけで、定量評価をごまかしてい

るんです。よく見ると、これでは定量評価ではない。だから、もし定量評価をするんだったら、

ちゃんと４段階できれいに分かれて、ちゃんと付いたらその評価を与えられなければいけない。 

  実施機関の方が、つまり国民生活センターの方が一生懸命やって定量評価で頑張ったところに

関わらず、我々がいろいろ全体評価をしたらＢ評価になったというのは、いかにも国センの方の

意欲をそぐでしょう。そういう観点から見ても余りいいやり方ではないんじゃないかと思うんで

す。 

○山本分科会長  いかがですか、雨宮委員どうぞ。 

○雨宮分科会長代理  確かに私もそのとおりだと思うんですが、それにプラスして、例えば８ペ

ージですが、研修を１コース実施するとして、１コース実施したらＡ評価で、未実施だったらＤ

評価ですね。その下に参加の割合とか、具体的な内容といいますか、その評価をするとそれがい

いかどうか、私も参加数がどのぐらいからＡ評価なのかというのがわかりませんけれども。 

  それから、研修の次に内容がありまして、これは一応定性的な評価なんでしょうか、それでや

りますね。あとは意見とか満足度とかというのが入っていますので、そうすると１番目の実施と

かというのを入れなければいいんですね。必ず実施をすることが前提であれば、確かにそうです

ね。 

○大森委員  そうしないと下は成り立たないんです。普通に考えて論理的におかしい。 

○山本分科会長  ただ、下のは１コース実施だと論理的に成り立たないんです。論理だけの話で

言えば、２コース実施だと中間が入るので論理的に項目としては成り立つということですね。で

すから、１コース実施、未実施というのは場合によっては取ってもいいということなのかもしれ

ません。ただ、その場合、実施しなかった場合は、そのほかの定性的基準のところで全部評価の

しようがないということで、すべてＤ評価になるということですかね。 

  それから、そのほかの例えば１ページの下の方の２つのブロックですけれども、この辺の扱い

が、これを実施、未実施だけで判断するとこういうふうになっているわけですが、これを定性的

なものに改めるという御意見、あるいは８ページのような形で、より定性的な基準を更に付加す

る形で、評価基準を複雑にするということが考えられるのかどうか。そんな御意見かと思うんで

すが、ほかの委員はいかがですか。 

○伊集院委員  基本的に、私も全体の御説明を伺っていて、項目によって確かに実施、未実施と

いうＡ評価かＤ評価かということの判断でありますと、この実績の記載事項のところに、相当詳

しくいろいろと書いていただかないと、判断の基準が付かないなと、評価しずらいと思いながら

拝見しておりましたんですけれども、これは７ページ、８ページのようなところはＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄと定量で一応判断し、そしてその数字が果たして実績の記載のところでどうなるのかというよ
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うなことで、二重にわかりやすいというふうに思うんですけれども、大森先生がおっしゃるよう

に、実施、未実施だけのところというのは、相当評価するときに困るなと私自身も思っておりま

す。 

  ですから、同じように実施するのは当然という中で、どのような状況で実施されているのか、

その辺りの仕分けをもう少しできるところはなさった方がいいのかなというふうにも思ってお

ります。 

○山本分科会長  評価するときに困るといいますか、私どもが、今日、評価基準として原案を承

認するとしますと、評価は実施、未実施だけでやさしいんです。あと附帯理由、評価理由のとこ

ろに何か書くかということになります。ここを定性的にしますと、どういうことを求めて、具体

的な中身に立ち入って評価するということになりますので、作業量とか、そういうことからしま

すと、作業は細かくやらなければいけないと思いますけれども、それの方が我々の作業としてや

りがいがあるのではないかという意味かと思うんです。 

  ほかに御意見がありましたらどうぞ。 

○大森委員  実施、未実施ということの意味があるんだろうかということですね。そういう評価

の指標を立てることにより、私らの作業がどういうふうになるということはちょっと置いておく

としても、評価項目にそうすると書いてあるのに、それはしないなんていうことは、普通国民生

活センターの方で考えられないんじゃないかと。そんな評価の項目の立て方ですと、そう私は思

うんだけれども、かえって国民生活センターに対して失礼なんじゃないかと。そういう評価項目

で実施すると書いてあるにもかかわらず、しないということが評価項目の中に出てくるというの

も随分ひどい話じゃないかというふうに私なんかは思うんですけれども、一生懸命国民生活セン

ターの立場に立っていっているんだけれども、そんな無礼な話があるかと、この評価項目の立て

方について、そういうふうに私は思います。ちょっと言葉はきついかもしれないんだけれども、

実施するとおっしゃっているんだったら実施した上で、どんなふうな実施状況で成果を上げたか

ということについて評価を受けたいというのが普通なんではないかと思うんですけれども。 

○山本分科会長  雨宮委員の御意見も伊集院委員の御意見も基本的に大森委員の御意見に沿う

ような、総論としてはそのような方向だったかと思いますが、そのように定性的な判断という形

にいたしましょうか。 

  大河内委員どうぞ。 

○大河内委員  先ほど聞いているときは、余りそんなふうに思わないで、前よりも、その後の定

性的なところが増えて細かくできるように、むしろやりやすくなっているなと思って聞いていた

んですけれども、大森委員に言われてみると、なるほど実施、未実施といって、もし何らかの理

由によってやらなかったときにＤ評価になってしまって、そういう相当な理由があったとしても

Ｄ評価になってしまうというのは、全体としてはひどくマイナスなのかなと感じますけれども。 

○大森委員  それが中の事情ではなくて、外の条件に依存していろいろ事業が行われている場合

はあり得ると思うんです。その場合は、私は書いてもいいと思っているんだけれども、そうじゃ

ない場合には、明らかに国民生活センターの中の運用問題になるんです。そういう話にならざる
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を得なくなるんです。 

○山本分科会長  いずれの面から見ても、やはり大まかに申しますと、数値基準で定量的な評価

基準が設定されている以外の部分につきましては、基本的には定性的な基準というふうに改める。 

  しかしながら、その際は私どもが定性的な基準に従って、きちんと判断できるような情報の提

供なり、御説明をいただくと、そういう方向かと思うんですが、いかがですか。 

○山田大臣官房審議官  基本的に、今、御指摘いただいたような方向でいいと思いますが、ちょ

っと私どももう一度、なるべく定量的にやれという御指示もございますので、それぞれのものに

ついて定量的な指標がほかにないのかどうか、再度当たってみます。 

  ただ、正直言いまして、当初つくったときもなかったので、今から探してもなかなかないのか

と思いますが、その工夫をさせていただいた上で、定量的な指標というものが望ましくない、あ

るいは不可能であるという場合は、定性的な指標といたしまして、具体的にどういうことを国民

生活センターの方に記述していただくか、それをもう少しはっきりさせるような修正をさせてい

ただいてはと考えておりますけれども。 

○山本分科会長  それでは、そのような方向で、なお個別の検討も必要かと思いますので、事務

局の方で御検討いただくということで、本件につきましては、よろしゅうございますでしょうか。 

○大森委員  もう一つあるんですけれども。 

○山本分科会長  どうぞ。 

○大森委員  昨年の私どもの評価の中にもそういう記述を入れた記憶があるんですけれども、人

員に係る指標です。期首 126 人に対して 123 人以内とすると、それ自身が問題であるわけじゃ

ないんだけれども、国民生活センターの中の最大の問題点は、年度の出発点と、年度の終わりの

真ん中なんですね。これは長い間の経緯があって、誕生日が来たら退職するんだということにな

っているから、したがって退職すると人が欠けるという話が毎年毎年起こっているんです。 

  そういうやり方について、私は非常に強い疑義があるので、やはり国民生活センターが全体と

して業務を遂行する上で途中で人が欠けると、仮にその人が相当程度専門的な領域をやっていた

人が途中で欠けると、それが比較的に早い時期に欠けてしまうと。その後を補充しなければいけ

ないんですが、簡単に補充できないわけです。だれかを交代させて、あとはその余力を、例えば

アルバイトを雇うとか、そういうやり方を取っておられるでしょう。このやり方について、少な

くとも検討すべきだという意見を添えたんですけれども、今年はそれをおやりになるような話を、

評価の項目の中に入っているのかということについてお聞きしておきたいと思うんですけれど

も。 

○山本分科会長  では、これはどなたにお答えいただきましょうか。 

○山田大臣官房審議官  去年そういう指摘をいただいておりますので、ちょっとこの表自体には

明示してはございませんけれども、当然そういう評価をすべきであると考えてございます。 

  それから、この点については、国民生活センターの方で対応を検討されていると、あるいは実

施されつつあると承知しておりますので、もしよろしければ国民生活センターの方から御説明を

いただけるとよろしいんではないでしょうか。 
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○藤村国民生活センター理事  前回の分科会でそのような御指摘をいただいたことは承知して

おります。 

  本件につきましては、30 年来国民生活センターは誕生日の属する月末で退職という形を取って

まいりましたので、その部分について、確かに今、大森先生のおっしゃったとおりで、人員計画

というのは非常にやりにくいことは事実です。だから、年度途中で辞めた場合に、どういうふう

な配置をするかということを、４月なら４月の段階である程度想定した上で人員配置を考えてい

くという非常に難しいやり方をしているわけです。 

  ただ一方で、独立行政法人の人件費というのは非常に厳しいものがございまして、例えば年度

末で退職日を統一するということになりますと、場合によっては 11か月ぐらいの人件費を用意

しなければいけないという状況もございまして、仕事の合理的なやり方の問題と、財源的人件費

の問題とをうまく調整しながらやっていかざるを得ないんではないかという意識がございます。 

  この問題につきましては、現在のところ組合とも協議をしながら具体的な方向性を出したいと

考えていますが、今の状況としましては、できるだけ年度末退職の方向にもっていくということ

で協議をしている最中でございます。 

  以上です。 

○大森委員  これは組合マターなんですか。 

○藤村国民生活センター理事  いや、組合マターではございませんが、組合もそういう問題につ

いてそれなりの関心があるものですから、若干そういう協議をしているということです。 

○大森委員  長い間の経緯があったことを承知していますけれども、それはやはり経営的な観点

というか、業務全体の効率的な運営のことを考えられて、少なくとも 16年度の評価項目の中に

何か入れてもらえませんか。検討状況を評価したい。 

○山田大臣官房審議官  それは入れるのは、そう難しい話ではございませんので。 

○大森委員  個人的な一委員としての希望ですから、最終的に分科会長にお任せしますけれども、

私はそれはきちんと入れてもらいたいと。 

○山本分科会長  どうぞ。 

○糠谷国民生活センター理事長  先ほど藤村の方から申し上げたとおりなんでございますが、大

森先生の御指摘は、私どももごもっともと考えておりますので、できることならば、できるだけ

早くやりたいというのは同じでございます。 

  ただ、問題がございますのは、一般管理費全体の 13％削減という全体の目標があるわけでござ

います。それで５年後の中期計画末期に 13％減らさなければいけないということがどういう形で

達成できるか。私ども今のままで行くと、いずれ新規採用もできない厳しさだと。これは効率化

目標は決まったことでございますから、やらなければいけないわけでして、それに先ほど藤村が

申し上げましたように、４月退職、５月退職、これは実際に計算してみなければわかりませんけ

れども、最終年度にパンクしないで済むかどうか、パンクいたしますと、これは評価委員会で指

摘され、低い評価を受けるわけでございますので、そこのところの見極めを付けたいというふう

に考えているところでございます。やりたい気持ちはやまやまということでございますので、御



 

 16

理解をいただければと思います。 

○大森委員  前に御発言があったけれども、組織改革の話も全体として関わってですね。私の印

象は、最初の評価委員会に出ていったら、各課長さんたちが個別に全部報告されていて、あれは

縦割の最もあしき風景だというのが私の印象でして、だから組織についてももう少し抜本的に見

直すことによって、不必要な人材を業務の方に振り分けていくということを含めて、全体として

の組織運営の効率化だってあり得るんじゃないかと。そこまで私どもは中に立ち入って、まだ調

べさせていただいていないけれども、そういう印象があるので、単にそれは人件費だけじゃなく

て、人件費全体を含む業務全体の効率化を組織運営のことを含めてお考えになっていただくとい

うのが経営問題じゃないかと私は思っているんです。 

○糠谷国民生活センター理事長  それはおっしゃるとおりだと思いますので、やらせていただき

ます。 

○山本分科会長  それでは、ほかにございますか。 

  雨宮委員どうぞ。 

○雨宮分科会長代理  私は、大森委員ほど過激な発言はちょっとできないんですけれども、本当

に 13％削減するというのは、必ずしも人件費だけではなくて、いろんな部分でトータルで一般管

理費を削減するわけですね。 

  それから、できればどういうところにどのぐらい削減する余地があるのかとか、そういう数値

みたいなものを出していただくと、これも評価する方としてはわかりやすいんですが、人件費に

関して言えば、何か月余分に払うから、そこが 13％削減するのと相まってすごく大変だとおっし

ゃるのは、やはりそれは違うように、最初の予算を立てるときの人件費の枠をどう考えるかの問

題ではないかなというふうに思うんです。 

○山本分科会長  ほかに御意見はございますか。 

  評価項目表の記載といたしましては、今、具体的に御提案がございますのは、11 ページの人事

に関する計画の７．の（２）のBでございますが、この辺りにただいま御指摘のありました件に

つきましての検討状況というようなものを、これは指標の中に記載するということになりますで

しょうか。それとも評価項目自体は、国民生活センターで立てるものでございますが、そして中

期計画の各項目を受けて評価項目が立っている。そこでどう改めるか。検討状況ということにつ

いて、あるいは記載事項の中に記載せよということでございましょうか。 

○大森委員  「（２）人事に関する計画」「A方針」とありますね。そちらの方じゃないでしょ

うかね。それにBが立つかどうかと。 

○山本分科会長  なるほど。 

○大森委員  あるいは、そこに何か付け加えてくれればいいんでしょう。常勤職員の増加抑制に

努めるとともにとか。 

○山本分科会長  評価項目自体は、本日私どもがここで改めるという話では恐らくないので、指

標評価基準、実績の欄をどのように記載するかということかと思うんですが。 

○山田大臣官房審議官  これは私的な意見かもしれませんが、実績の記載事項のところに、今の
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検討状況ということをきちんと書かさせていただいて、それを含めてこの部分を評価していただ

くというのが一番やりやすいのではないかと思いますけれども。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。そのような形でよろしゅうございますか。 

○大森委員  はい。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。 

  更に、項目別評価表案につきまして御意見、御質問がございましたらちょうだいしたいと思い

ます。 

  特段ないということで、よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、続きまして総合評価表案につきまして、同じく勝見課長の方から御説明をお願いし

ます。 

○勝見消費者調整課長  それでは、お手元の資料４、これも同じくＡ３横置きの紙でございます

けれども、これは、今、審議していただいた項目別評価表の評価も踏まえて、16年度の計画の項

目を大事項、中事項程度でくくってありますけれども、全体的に評価をいただくということで、

体裁は前年度と変えておりません。同じ形でございます。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。昨年度と同じであるということでございます

が、総合評価表につきましても、御質問、御意見がございましたらちょうだいしたいと思います。

よろしくお願いします。 

  こちらの方は、これでよろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、これにつきましては、特段御意見はないということで、本日御審議いただきました

項目別評価表案につきましては、全体として実施、未実施というような形で評価基準が設定され

ている項目について、先ほどとりまとめたような形で、なお事務局で御検討をいただく。それか

ら人員計画の実績欄について検討状況についての記載をお願いするというような形で修文いた

だく。項目別評価表案につきましては、そのような点につきまして了承いただいた。 

  それから、総合評価表につきましては、原案どおり分科会決定とさせていただきたいと存じま

すが、いかがでしょうか。 

                            （「異議なし」と声あり） 

○山本分科会長  どうもありがとうございます。 

  続きまして、独立行政法人国民生活センターの中期計画の変更についてでございます。  勝見

課長の方から御説明をお願いします。 

○勝見消費者調整課長  それでは、お手元の資料５、Ａ４横置きの体裁のものです。その下に参

考資料として参考１、２、３と右肩にあるもの、３種類の参考資料がございますけれども、それ

をごらんいただきたいと思います。 

  まず最初に、参考１「独立行政法人国民生活センター平成 17 年度予算（案）状況」とありま

すけれども、それの１ページ目は算定ルールでございますので、１枚めくっていただきまして、

国民生活センターの 17年度予算案をごらんいただきたいと思います。 

  昨年秋の本委員会の場で、17年度の予算の要求状況を簡単に説明させていただきましたけれど
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も、幸い要求しておりました項目はほぼそのとおりに財務省の査定で付いておりまして、現在、

国会の方で予算審議中ではございますが、ほぼ認められるんではないかと思っております。 

  欄外に増額経費の主なものとして３つ掲げてございます。 

  まず、ＰＩＯ－ＮＥＴで地方の消費生活センターから国民生活センターのホストコンピュータ

に苦情相談情報を入力してもらっておりますけれども、従来は入力のための経費を私どもから地

方公共団体に交付金の形で配るということにしておりました。 

  ところが、昨年度、三位一体の改革ということがかなり大きく議論されまして、地方自治体か

らの地方への財源の移転の項目の１つに、ＰＩＯ－ＮＥＴに関する経費が主なものなんですが、

生活情報体制整備等交付金という交付金が要求に上がっております。 

  これを解決するために、いろいろ我々も考えてみたんですけれども、各地の消費生活センター

での苦情相談情報というのは、国の消費者行政を進める上で非常に貴重な財産でございますので、

これを中央に送ってもらうという作業が途絶えますと、国民生活センターの業務にかなり大きな

影響を与えるものですから、これは是非守らなければいかぬということです。 

  地方に私どもから交付金を配付するのではなくて、地方の消費生活センターから国民生活セン

ターのホストコンピュータへ情報を送るための経費を一括して、国民生活センターに交付して、

従来は各地方のセンターの端末等は地方自治体が私どもから交付した交付金の範囲でリース等

をしていたんですけれども、新年度からすべての端末等のリースも国民生活センターで一括して

行うと、そういう方式に改めさせていただきました。幸いその予算が通りましたので、このため

に約六億七千万円ほど国民生活センターの予算が増えたという形になっております。ただ、実質

的には、やり方を変えるとともに国民生活センターで一括して手当しますので、より効率的にで

きると考えております。 

  ２番目としては、ちょっと金額は小さいんですけれども、個人情報保護の苦情相談体制に対応

するために、苦情相談の事例集を作成するということで予算要求していましたが、これも認めら

れました。 

  それから、品川にあります国民生活センターの東京事務所、これがかなり老朽化しておりまし

て、修繕を行う必要があるということで、そのための経費が約一億三千万円ほど認めていただき

ました。 

  その結果、合わせて約七億円程度の予算増ということになりまして、この結果、資料５Ａ４横

置きの３ページ目でございますが、ここに中期計画予算というものが載っておりまして、ここの

部分を変更する必要が生じてまいりました。それに伴う変更ということが大きな要因でございま

す。予算が大きく増えたということで、それに伴う改正ということでございます。 

  資料５の１ページに戻っていただきまして、予算の数字を変えるだけではなくて、若干中期計

画の一部も新しい体制に合わせて書き変える必要があるということ。ただし、中期計画の変更に

つきましては、最低限の変更ということが要請されておりますので、１ページの中断のアンダー

ラインを引いたところですけれども、国民生活センターにおいては一括して端末等を整備すると

いうことで「端末等の一元的な整備・管理を行う」という表現に変えさせていただきたいと思っ
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ております。 

  それから、かなり事務的な変更でございますが、次の２ページの右側の欄の下の方でございま

すが、（３）のところにアンダーラインを引いてございます。 

  コンピュータの端末等のリースというのは、通常４年がベースになっておりまして、17年度か

ら新しく国民生活センターでリースをいたしますと、本中期計画の年度を超えてしまいますので、

その超えた部分についての債務負担の項目が今までありませんでしたので、この際ここに付け加

えさせていただきました。   

もう一枚めくっていただきまして、３ページですが、これは更に事務的な変更ですけれども、

注記として従来書いていなかったもので、今までは四捨五入でたまたま数字が一致しており、問

題ございませんでしたが、ほかの法人においても注記を入れているところが多いものですから、

それを参考にさせていただいて、あえてお断わりということでございます。 

  中期計画の変更につきましては、以上でございます。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。独立行政法人の中期計画の変更につきまして

は、本来は、当分科会というよりは、本委員会の方の職掌に属する事項でございますが、分科会

におきましても、専門的な検討を常日ごろ行っているという観点から御議論をお願いしたいと思

います。その議論を踏まえて、３月 17日に開催されます本委員会の方に諮っていただきたいと

いうふうに思います。 

  それでは、先ほどの御説明を受けまして、何か御質問、御意見がありましたら御発言をお願い

いたします。 

  大森委員どうぞ。 

○大森委員  東京事務所ですけれども、これは建物をいろいろ補修しなければいけないことがあ

るんですけれども、東京事務所というのは、どうしてもあそこに事務所を置かなければいけない

ものなんですか、それがわからないんです。本部事務所ができて一括してそこできちんと全部済

めば、東京事務所がなぜ要るのかと。 

  今回は、予算を計上しているから、必要なことを前提にして建物の補修をやっているんだけれ

ども、この時節に東京事務所が国民生活センターにとって本当に要るのかと。それは国の方はど

ういう考え方で、要するにあそこに人がいて、いろいろ使っているし、外からもいろいろ人が来

ているから建物が老朽化して何か事故があると困るということはよくわかるんだけれども、国の

方は東京事務所の在り方について、このままで継続するというふうにお考えになっているんでし

ょうか。国民生活センター全体の今後の運営方針として、どういうお考えになっているかと。た

またまこれは予算が付いたものだから、ちょうどいいきっかけなので、お考え方を伺っておきた

いと思うんですけれども。 

○勝見消費者調整課長  国民生活センターの役割として、やはり一般消費者に対していろいろ情

報発信をしていく。それから消費者団体にいろいろ国民生活センターの機能を利用してもらうと

いった観点も重要ではないかと考えておりまして、相模原の場合、やはりどうしても場所的に一

般の消費者、東京には消費者団体がたくさんございますけれども、そういった人たちが利用する
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上で、すべて相模原に集中してしまうと、やはりかなり不便もあるのではないかと。 

  昨年、交流プラザというのを開設しましたけれども、こういったところを利用してもらう。あ

るいは、品川の事務所には図書館がございまして、これは消費者行政に関する図書が一般の図書

館に比べてかなり充実していると思います。こういったものも一般の消費者、あるいは消費者団

体の方が利用しておりますので、私どもとしては、品川の事務所も、今、申し上げたような観点

から引き続き必要ではないかと考えております。 

○大森委員  そうすると、主として消費者団体というか、いろいろ消費者活動をしている方々が

あそこで集ったり、勉強したりするのに東京事務所が供すると。それ以外に国民生活センターの

業務で東京事務所が何か持っているものはあるんですか。外の運動団体が作業するために、その

施設を維持するということはあると思うんですけれども、それ以外に何か東京事務所でやってい

る仕事があるんですか。 

○勝見消費者調整課長  現在、消費者相談関係の業務、ＰＩＯ－ＮＥＴの本体も品川の事務所に

ありますし、それから国民生活センターで、現在、直接相談も一部受けております。  それから、

今回新たに個人情報保護法に関する苦情相談も国民生活センターの本体でも一部受け付けると

いうことにしておりまして、そういった機能は品川の方で行っております。 

○大森委員  次のときで結構ですので、そこのかかっている経費の内訳を教えてくださいますか。 

○勝見消費者調整課長  はい、次回に。 

○大森委員  集中するためにあそこをつくったにもかかわらず、ここでまた分散的に持っている

ことは、相当程度経費を積み重ねているんじゃないかとも思いますし、今後先ほどの御指摘のよ

うに、相当シビアな経営をやっていくときに、本当に東京事務所を維持できるんですかと。 

  しかし、消費者団体の皆さん方が便利にあそこを拠点にして使うことは、消費者行政にとって

大事ですから、そういう機能を持っていることはいいかもしれませんけれども、業務全体が分散

しているのは余り望ましくないですね。一般的な考えで言えば、集中的させた方がいいですね。

だから、どうして東京事務所が業務の一端も、さっき言ったＰＩＯ－ＮＥＴはみんなここにあっ

て、相談業務をここでやらなければいけないのかについては、単なる便宜論の説明ではなかなか

納得できないようになるんではないかと思っているので、東京事務所が実際にはどういうお金が

かかっているかということについて知っておきたいと思うんです。 

  今、国民生活センターで事務所を持っているのは、ここだけでしょう。 

○山田大臣官房審議官  品川と相模原です。 

○大森委員  私は、かつて研修で相模原に結構通っていましたので、別にそんなに不便だと思っ

たことはないですから、やはり集中するなら、あそこに一括して集中させて業務の効率を図るの

が筋じゃないかと思うものだから、そのことについても事実を知らないと困るので、次回のとき

にその内訳を知っておきたいと思うんですけれども。 

○山本分科会長  では、資料提供の方をよろしくお願いします。 

  ほかに、中期計画の一部変更につきまして、御意見、御質問はございますか。 

  特にございませんようでしたら、先ほどのような趣旨で、大森先生の意見も要望事項というこ
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とで取り扱わさせていただいてよろしいですか。 

○大森委員  結構です。 

○山本分科会長  そうしますと、中期計画の変更自体については、当分科会としては特段意見が

ないというか、了承する立場ではないのですが、基本的に結構ではないかという雰囲気であった

ということですので、この原案を３月 17 日の本親委員会の方に諮ることにさせていただければ

というふうに思います。 

  どうもありがとうございます。 

  次に議題４のその他に移りたいと思います。 

  国民生活センターの独立行政法人移行に際しての特別手当及び退職金の支給につきまして、昨

年 12月６日付けの読売新聞に記事が掲載されました。 

  この件につきましては、内閣府政策評価官室より、本委員会の方の大森委員長及び朝倉委員長

代理へ説明を行いましたところ、まず各分科会で議論をして、必要があれば本委員会の方に報告

するよう御指摘がございました。そこで、この件につきまして、当分科会で議論をしていただけ

ればというふうに思います。 

  本件につきましては、まず国民生活センターの方から御説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○糠谷国民生活センター理事長  それでは、ただいま一枚紙を配らせていただきましたので、そ

れに基づきまして、役員の賞与と退職手当の支給に関する取扱いについて御説明をさせていただ

きます。 

  まず「１．法人の解散と賞与の取扱いについて」でございますが、平成 15年９月 30 日に特殊

法人国民生活センターが解散いたしまして、10 月１日に独立行政法人国民生活センターが設立さ

れたわけでございます。 

  これに伴いまして、旧法人の役員、そのときは５人おりましたが、全員退職いたしまして、10

月１日付で新法人に４名が任命されたわけでございます。 

  したがいまして、新法人での身分は全員 10月１日からカウントされるわけでございますが、

勤務実態から見て、実質的に身分が継承されていることを勘案いたしまして、賞与については、

役員給与規定に旧法人での在職期間を通算する旨の規定を置くことといたしました。 

  この措置は、政府の方針に基づき制度変更を行ったことにより、当該法人で働く役員に不利益

を及ぼすことは不合理と考え、また弁護士の意見も参考にして行ったものでございます。 

  なお、これにつきましては、職員についての規定と全く同様の規定でございます。ただ、職員

につきましては、９月 30 日付で全員失職をしたわけでございますけれども、自動的に全員再雇

用ということになっております。 

  これは、恐らく経緯に立ち合ったわけではございませんけれども、独立行政法人をつくるとい

うことを決めた時点で、職員は全員再雇用、雇用の安定性というのを考慮したものではないかと

想像いたしますけれども、そういうことになっておりましたが、役員につきましては全員退職し

て、その時点で白紙で新しい役員を任命するという考え方であったわけでございます。ただ、勤
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務の実質的な継承ということでは、同じことでございますので、同じ扱いをしたということでご

ざいます。 

  「２．退職金の支払いについて」でございます。 

  センターの職員は、退職金の算定は年単位で計算いたします。長期間勤めれば支給率が上がる

という仕組みになっております。 

  一方、役員は任命段階で２年間（理事長は任期４年）と期限が定められており、退職金の算定

も月単位で計算いたしまして、支給率も一律に定められております。 

  役員の退職金は、本来、任期満了時に支払われるものでございますけれども、再任される場合

もあり、任期が満了し、完全に退任する段階で支払うという方法が一般的に取られております。

このような支給方法の違いによりまして、支給総額が変わるということは、基本的にございませ

ん。 

  今回、役員について、退職金の精算をしたのは、旧法人の債務をできる限り軽減して新法人に

引き継ぐことが新法人の経営上好ましいと判断したためでございます。 

  ここのところを若干敷衍して御説明いたしますと、先ほど５名の役員が全員９月 30 日で辞め

たということを申し上げましたけれども、実際の問題といたしましては、白紙で検討するという

ことで、実際に役員の選任手続に入りましたのは、15年の９月になってからでございます。 

  私が引き続き理事長になれと、理事長たるべき者に指名をするという辞令をもらいましたのが、

９月の上旬でございます。 

  それから、新しい理事長が理事を選ぶわけでございますので、そこから理事の選任に実際的に

は入るということで、ぎりぎりの段階まで役員は未定であったということでございます。 

  そういうことでございますので、15 年度の予算におきましては、５名全員の役員の退職金が予

算に計上されていたわけでございます。 

  理論的に考えますと、９月の段階で予算に計上されていた退職金額を支払わないで返上して国

庫にお返しをするという選択も勿論ないわけではございません。 

  ただ、予算編成は大変財政の状況が厳しい中で、将来的には更に予算の編成は困難になる。効

率化目標ということもございますけれども、そういう中で義務的、固定的な債務を将来の新法人

に負わせるということがよいのかどうかということを考えました場合には、やはり新法人の負担

を軽くしておくということが適切ではないかということで退職金の支払いを判断したというこ

とでございます。 

  以上が役員の賞与と退職手当の支給に関する私どもの考え方でございます。いろいろお考えは

おありかと思いますけれども、御理解を賜わりますれば幸いかと思います。 

○山本分科会長  それでは、ただいまの御説明を受けまして、何か御質問等がございましたら、

よろしく御発言をお願いいたします。 

  雨宮委員どうぞ。 

○雨宮分科会長代理  新聞の記事でいろいろ誤解のあるところもあったように思いますが、基本

的に退職金に対する税金というのは、悪いと言っているんではないんですが、かなり優遇されて
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いますね。恐らく 70％ぐらいは控除の対象になる。だから税金を払うとすれば、２割～３割ぐら

いというふうにいって、いろんな企業では１回退職して、そこで退職金をもらって、また次にと

いうやり方を余りいい意味ではなくとらえられていることもありますので、そういうふうに誤解

されることもあるかもしれません。 

  ただ、これを返すというのは、どういう形で返すかというのは難しいんですね。というのは、

もう税金も払っていますし、その分も含めて税金を払った分はそこから引いていくのか、引いて

いくというか、税金の方からそっちに組み入れてくれるのかとか、かなり計算上難しい話であり

まして、一応理解はできるんですけれども、恐らく一般の人は、一回もらって、またこっちいっ

てもらうんじゃないかというふうな誤解があったんではないかなと思います。 

  ここでは、結局返さなかったんですね。 

○糠谷国民生活センター理事長  返しておりません。 

○雨宮分科会長代理  ほかの独立行政法人では、返したところもあったり、そういうことでかな

り統一が取れていないので、これについては最初に独立行政法人をつくる段階で法律上考えてお

かなければいけなかった問題ではないでしょうか。 

○山本分科会長  コメントをいただきましたが、ほかに御意見、御発言はございますか。 

○大森委員  内閣府としてどうするかということはありますね。各部会で一応意見を聞いておか

なければいけないんだけれども、内閣府はもう一つあるもんだから、もう一つのところも同じよ

うな事態であるので。 

○山本分科会長  雨宮委員の御発言にあったのは、退職金を返すのはいろいろ大変だろうと。 

○雨宮分科会長代理  要するに、かなり難しいことだと思うんです。どうやって計算をしていく

のかなと。 

  ただ、先ほど言いましたように、退職金が税制上優遇されるんです。要するに、課税上はその

年の収入と一緒にはされないんですね。ということは、それをやった方が、それをもらう人にと

っては有利ではあるんですね。済みません、ちょっと言い方が悪くて、わかりますか。 

○山本分科会長  はい。 

○雨宮分科会長代理  それで、形は変わるけれども、同じ組織からまた同じように始まって、こ

れは月ごとで見ていくんですね。 

○山本分科会長  支給総額は変わらないです。 

○雨宮分科会長代理  支給総額は変わらないんですけれども。 

○山本分科会長  それで誤解が生じたと。 

○雨宮分科会長代理  そうです。 

○山本分科会長  とりあえず、今後どうするかというようなことは、今のところ、先ほど糠谷理

事長からも特に御発言はなかったんですが、この経緯の御説明を私どもが伺って、何か当分科会

として御意見を言うようなことが必要かどうかですね。 

○大森委員  済みません、本当に支給方法、つまり１回退職金をもらって、その後ここに勤めて、

一定期間済んだ後、またある種の退職金が出るでしょう。それを通算するかどうかですね。 
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  それで通算する場合も、こうやって一度切って退職金をもらった場合にも、支給総額は本当に

変わらないんですか。 

○藤村国民生活センター理事  私の方から御説明しますと、役員の退職金の算定方法というの

は、月単位で算定いたします。それで、現在、独立行政法人においては月給に対して 12.5％とい

う係数がかかっていまして、評価係数が０～２までありますので、非常にいい成績を上げれば若

干増えるというシステムにはなっています。 

  独立行政法人になる前は、例えば本俸に対して 28％だとか、あるいは 36％だとか、月単位で

その率というのは決まっていましたので、その率というのはその期間限定ではっきり決まってい

ますから、時間が経っても変わりません。 

  最終的には、基本的に退職時の本俸をベースにして、その乗率をかけて支給するというような

形になっています。従って、総額的には変わらないことになります。これは間違いございません。 

○大森委員  私が東大を辞めて千葉大学に行ったときに、事務部から何て言われたかというと、

先生はともかく東京大学の間のところでは、退職金を計算してもらってくださいと。だから、一

度退職しなさいと、退職して１日空けなさいと、それで千葉大学に行ってくださいと。 

  そうすると、通算した場合と、１回切って１日退職して無職になる、１日空白を置いた方が絶

対有利なんですと。計算表を持ってきて、だから先生は１日辞めなさいと。だから私の場合は継

承していないんです。その方がトータルは多いんですと。 

  なぜかというと、私の場合は、学部長だったから指定職を１回やっているんです。そういうふ

うに考えると、その方が有利なんですと。私の頭の中にそれがあったものだから、同じことが皆

さん方にあるんじゃないかと勘繰って聞いたんですけれども、そういうことはないんですか。 

○藤村国民生活センター理事  ありません。職員の場合はありますが。 

○大森委員  職員の場合はあるんですか。 

○藤村国民生活センター理事  あります。年単位で算定しますので、例えば採用されて５年ぐら

いはそのままの本俸がベースになると。その先は 1.2 倍だとか、一番多いときは 1.8 というふ

うに年数が長くなればなるほどかけ率が多くなって母数が増えていくという仕組みになってい

るわけです。役員の場合は、そういうことはございません。 

○山本分科会長  それは、さっきとまた別の話で、要するに後でもらった方が得という話ですね。

大森先生は先にもらった方が得と。しかし、本件の役員は変わりはないということのようでござ

いますので、その前提で。 

○大森委員  わかりました。退職金の場合はいいと。上の賞与のことで、最後のくだりはどうい

う意味ですか。要するに、独立行政法人になったのは政府全体が決めたことだと。それにもかか

わらず、役員に不利益を及ぼすことは不合理と、賞与について不利益が及ぶことになったんです

か。ここがちょっとわからなかったんです。 

○藤村国民生活センター理事  役員の賞与につきましては、今回、平成 15年 12 月の冬のボーナ

スでございますけれども、本来、10 月１日に採用されたと仮定すれば、計算上いわゆる期間率と

いうのがかかるんです。 
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  例えば、12 月のボーナスの支給というのは、12 月１日を基準にしますので、12月１日現在で

過去何か月働いていたかというのがベースになります。だから、10月の場合だったら 10、11 の

２か月しか働かなくて、それで 12月のボーナスの算定をするというのがルールです。 

  ところが、職員については、当然のこととして労使の問題もあるし、職員に不利な扱いをする

のは具合が悪いだろうという判断で統一的に身分を承継するというやり方でやったわけです。と

ころが、役員については、国から統一的な御指示が出なかったということがございます。 

  それで、私どもとしては役員についても、先ほど私どもの理事長が御説明申し上げましたよう

に、働いていない人を継続して働いたような形にするのはよろしくないんですが、実質的にずっ

と前から働いていた役員ですから、そこで実質的に働いていた役員については、その期間は通算

してやってもいいじゃないかという論理でいろいろ検討しました。 

  それで、私どもとしては、どういうふうに判断していいのかよくわからない部分もあったので、

９月の段階ではきちんとした結論が出ませんでした。それで 10 月に特殊法人から独立行政法人

に移行した法人の実態を全部調べて、それでいろんな規定の改正の方法その他を調べた上で、内

閣府の消費者調整課と協議をさせていただいて、実質的にそういうやり方で身分を継承してもい

いんではないかという御判断をいただいて、身分を継承したというのが理由です。 

○大森委員  そうすると、そうみなしたわけですね。そこがややグレーなんだね。事情がわかれ

ばわかるけれども。 

○藤村国民生活センター理事 形式的には９月 30日までの法人と 10月１日の法人は違うわけで

すから、そこは切れて当たり前だという論理はあると思います。だけど、実質的に労働が継続し

ているということで、期間を継承してもいいんではないかという判断をしたということです。 

○大森委員  はい、理解ができました。済みません、どうも。 

○山本分科会長  当分科会として更に御意見がおありでしたら、ちょうだいしたいと思いますが、

ほかの委員の皆さんからございますか。 

  雨宮委員どうぞ。 

○雨宮分科会長代理  私は、公益法人のことをずっとやっているんですが、実は都道府県レベル

で、たくさんの公益法人が合併の規定がないのに統合しまして、その中に県の職員なんかが出向

していたわけです。統合したら、今までやっていたのがなくなって、新しいところに行くときに、

その方から実は何件も相談を受けたんですが、そこに行くときに給料は同じにしても賞与に関し

ては切られてしまうと、だから損だと、それを何とかしてほしいと、私に言われても困るんです

が、そういう相談が何件もありまして、多分これは同じような扱いなんですけれども、これは全

員職員は継続ということで扱ったんですね。だから、それぞれのやり方が、ここはそのまま法的

かどうかわかりませんが、措置を取った例だと思うんです。 

  もう一つ、すごくプリミティブな質問かもしれませんけれども、役員は役員報酬をもらって賞

与ももらうんですか。 

○藤村国民生活センター理事  今、特殊法人、独立行政法人の給与の形態というのは、ほぼ職員

と形は変わらないんです。ただ、職員の場合は、いろんな手当が付いていますが、役員はもっと
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シンプルだというだけで、基本的には変わっていないんです。 

○山本分科会長  ほかに御意見はございますか。あるいは御質問でも結構です。 

○大森委員  内閣府の方からすると、国の方から賞与の扱いについては、何も指示がなかったわ

けですね。それぞれの独立行政法人で悩んでいろいろ考えて処置をしたんでしょう。だから、こ

れについて国の方がどうしろ、こうしろと今のところは言っていないんでしょう。 

○武川評価官  今後のことだけ方針が出まして。 

○大森委員  今後のことについて方針があるわけね。ということは、国の方としては、これまで

のことについてはそれぞれのところで判断して対処せよと、今後のことはこういう考え方でやる

んだという考え方でしょうか。 

○武川評価官  先日、総務省の管理局という独法制度を所管しているところから事務連絡が主務

官庁と独立行政法人あてに出ております。今回のいろいろな混乱を踏まえた事務連絡ですけれど

も、そこで言われているのは２つでございまして、１つは今後については、賞与の通算、退職金

も通算というふうにしなさいということが１点でございます。 

  それから独立行政法人の役員の報酬の支給基準については、評価委員会において意見を言った

りする機能があるので、評価委員会によく説明をしなさいというようなことを言われておりまし

て、移行のときにかかる措置が、本当に評価委員会でどこまで意見を言えたのかという問題が、

私個人的には非常に疑問に思ったりいたしますけれども、そういうことで、管理局からは今後の

方針は出ましたけれども、移行に関する措置について、過去行われたことについてどうしなさい

ということは言われておりませんで、評価委員会に説明しなさいということでございます。 

○大森委員  説明を受けて、我々はどうすれば。 

○山本分科会長  当分科会としては、本委員会の委員長及び委員長代理より指摘があり、ここで

議論しなさいということでやっておるわけでございます。 

  先ほど国民生活センターの見解をお示しいただきまして、大体御理解はいただけたという雰囲

気かと思います。 

  あと、本委員会の方に、何か当分科会として報告する事項があるのかどうかということと、理

解したということで、特に報告は要らないということでよろしいかどうかということ。 

  あと、説明はいただきましたが、今回の措置はこのままということなのかどうか、その辺も何

か議論というか、意見交換をする必要があるかどうか、その辺がまだ残っている事項なんですが、

この点につきましては、特に国及びセンターの方から御発言はございませんか。 

○大森委員  賞与を返しなさいといったって困るでしょう。 

○藤村国民生活センター理事  困ります。 

○大森委員  退職金は変わらないんだから、調べていくと、そんなに不都合があると思えないか

ら、今後は国の基準で何かやってくださいよという話でしょうね。それは従わざるを得ないです

けれども、今回は、国の方も手抜かりがあったんですね。だから、こうやっていろんな段階で外

に出てしまって、誤解を含めていろいろ拡大して、何か悪いことしているんじゃないかと世の中

は思っているんです。 
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  ただし、きちんと説明しなければいけませんね。誤解を受けたままでこれが行く。特に国民生

活センターのように消費者問題をやっているようなところは特にそうなんですね。外に向かって

こういう話なんだと。だから、広く理解を賜わりたいんだということを、もしこれに合理的な理

由があるならば、そういうふうに世間に向かって言う必要がありますね。私どもがこうやれば理

解はできますけれども、そう簡単に理解しない人たちがいるわけだから、特に国民生活センター

が外に向かって、このことが問題になったんだけれども、自分たちはこういう考え方で、こうい

うふうに考えているということを外に向かって発信するという必要があるんじゃないかと思う

んです。こういうやり方できちんとやっているんだということを説明すると。そこは最低限何か

取られてしかるべきではないかなと私は個人的に思うんです。 

○山本分科会長  大変貴重な御示唆だと思いますので、それは国民生活センターとしても御参考

にしていただければと思います。 

  特にございませんようでしたら、当分科会としては、一応、御説明は理解したということで、

特段、本親委員会の方に御報告を行うということは必要ないのではないかと判断するというとり

まとめでよろしゅうございますでしょうか。 

○大森委員  どうしろ、こうしろのことについてはね。ただし、関係の独立行政法人は世間に向

かって必要があるなら、しかるべき説明をするということぐらいは必要じゃないでしょうかとい

うことを分科会から本委員会に言っていただけると、本委員会としては助かると。 

○山本分科会長  そうですか。それではしかるべき形で報告するということにさせていただけれ

ばと思います。 

  では、本件につきましては、そのような形で取り扱わさせていただきたいと思います。 

  それでは、国民生活センター分科会の今後の予定につきまして、事務局から御説明をお願いし

ます。 

○勝見消費者調整課長  お手元の右肩に資料６と打ってございます１枚紙をごらんいただきた

いと思います。 

  本日、分科会で御審議いただきまして、先ほども何回か出ておりますけれども、３月 17日に

本委員会がございますので、先ほどの中期計画の変更などはそこに御報告いただくということで

ございます。 

  本日、御審議いただいたことも含めて、評価基準等を決めた上で、６月に国民生活センターよ

り平成 16年度の実績報告書及び財務諸表等を提出していただきます。 

  その提出後、ほぼ昨年度と同じスケジュールでございますが、細かい日程はこれから詰めさせ

ていただきますが、７月に第５回の分科会を開かせていただいて、国民生活センターから実績報

告及び財務諸表についてヒアリングをしたいと思っております。 

  そのヒアリング結果を基に、８月に第６回の分科会を開かせていただいて、また 16 年度の実

績に対して評価をいただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山本分科会長  どうもありがとうございました。それでは、今後そのような予定で運びますの
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で、委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

  最後に昨年の８月 13日の第３回分科会の議事録をお配りしてあります。必要な修正は施して

おりますので、念のため御確認いただきまして、これでよろしければ公開させていただきます。 

  以上で、本日予定されていました議題は、すべて終了いたしました。長時間にわたり御審議い

ただき、御礼申し上げます。 

  どうもありがとうございました。 

 


